
議案第２７号  

 

   秦野市個人情報保護条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市個人情報保護条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  平成２９年６月８日提出 

 

秦野市長 古 谷 義 幸  

 

 

提案理由 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

の一部改正により、情報提供等の記録に「秦野市個人番号の利用事務を定める

条例」に規定する事務についての他の地方公共団体との情報連携の記録を含め

ることとするとともに、条例で引用する同法の条項に移動が生じたため、改正

するものであります。 



 

秦野市条例第  号  

 

   秦野市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第８号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条におい

て準用する場合を含む。）」を加える。 

 第３２条の２中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又

は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提

供者」を加える。 

 第３３条第１項第１号オ中「番号法第２８条」を「番号法第２９条」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２７号 秦野市個人情報保護条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれの各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれの各号に定めるところによる。 

 (1)－(7) （略）  (1)－(7) （略） 

 (8) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項（これ

らの規定を番号法第２６条において準用する場合を含む。）

に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。 

 (8) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定

する記録に記録された特定個人情報をいう。 

 (9)・(10) （略）  (9)・(10) （略） 

 （情報提供等記録の提供先への通知）  （情報提供等記録の提供先への通知） 

第３２条の２ 実施機関は、訂正決定による情報提供等記録の訂

正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総

務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者若しく

は情報提供者又は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会

者若しくは条例事務関係情報提供者（その訂正に係る情報提供

等記録に記録された者であって、その実施機関以外のものに限

る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものと

する。 

第３２条の２ 実施機関は、訂正決定による情報提供等記録の訂

正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総

務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情

報提供者（その訂正に係る情報提供等記録に記録された者であ

って、その実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、

その旨を書面により通知するものとする。 

 （利用停止を請求する権利）  （利用停止を請求する権利） 

第３３条 何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報（情 第３３条 何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報（情
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報提供等記録を除く。）が次の各号のいずれかに該当すると判

断するときは、その実施機関に対してそれぞれの各号に定める

処置の請求（以下「利用停止請求」という。）をすることがで

きる。 

報提供等記録を除く。）が次の各号のいずれかに該当すると判

断するときは、その実施機関に対してそれぞれの各号に定める

処置の請求（以下「利用停止請求」という。）をすることがで

きる。 

 (1) 次のいずれかに該当するとき。 その保有個人情報の利用

の停止又は消去 

 (1) 次のいずれかに該当するとき。 その保有個人情報の利用

の停止又は消去 

  ア－エ （略）   ア－エ （略） 

  オ 番号法第２９条の規定に違反して作成された特定個人情

報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルをいう。）に記録されているとき。 

  オ 番号法第２８条の規定に違反して作成された特定個人情

報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルをいう。）に記録されているとき。 

 (2) （略）  (2) （略） 

  

  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第２７号資料  

 

   秦野市個人情報保護条例の一部を改正することについて 

 

１ 改正の趣旨 

  平成２７年９月に個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」とい

う。）の一部を改正する法律が公布され、同日から段階的に施行されていま

すが、そのうち、本年５月３０日に施行された番号法の規定により、条例

（本市においては、秦野市個人番号の利用事務を定める条例）に基づき独自

に個人番号を利用する場合においても、情報提供ネットワークシステムを利

用した情報の照会・提供事務が可能となりました。 

  このことに伴い、情報提供等の記録に条例で規定した独自利用事務につい

ての他の地方公共団体との情報連携の記録を含めることとするとともに、そ

の記録を訂正した場合において、番号法に規定された事務と同様、その訂正

した旨を総務大臣及び情報照会者又は情報提供者に通知する規定を新たに追

加する必要が生じたため、秦野市個人情報保護条例の一部を改正するもので

す。 

 

２ 情報提供ネットワークシステム及び情報提供等記録開示システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供ネットワークシステム 

（本年７月頃に試行運用開始予定） 

情報照会者が取り扱う事務について

情報提供者が保有している特定個人

情報を連携するための仕組み 

情報提供等記録 

開示システム 

行政機関間の特定個人情報

の連携の記録を開示するた

めの仕組み 

情報照会者 情報提供者 情報の本人 

特定個人情報の連携の記録 

特定個人情報の連携 

開示請求 記録の開示 

①情報照会者及び

情報提供者の名称 

②提供の求め及び

提供の日時 

③特定個人情報の

項目等 
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３ 改正案の主な内容 

 (1) 情報提供等記録の定義の見直し 

   情報提供等記録の定義において、条例事務※１で情報をやり取りした記

録も含むものとします。＜改正部分：第２条＞ 

  【条例事務※１】 

   ・秦野市個人番号の利用事務を定める条例で定める事務のうち、国の個

人情報保護委員会の定める要件を満たし、承認を受けた事務（小児等

医療費助成事務等） 

 (2) 通知先の追加 

   法定事務※２と同様に、条例事務についても、情報提供等記録（情報の

やり取りを行った際の項目や日時などの記録）の訂正を行った場合に、総

務大臣及び条例事務関係情報照会者※３又は条例事務関係情報提供者※４に

訂正の事実を通知する規定を追加します。＜改正部分：第３２条の２＞ 

  【法定事務※２】 

   ・番号法別表第２の第２欄に掲げる事務（生活保護事務等） 

  【条例事務関係情報照会者※３】 

   ・条例事務について情報照会をする者 

  【条例事務関係情報提供者※４】 

   ・条例事務関係情報照会者に対し、条例事務を処理するために必要な特

定個人情報を提供する者 

 (3) 引用条項の移動 

   番号法で移動のあった引用条項を改めます。＜改正部分：第３３条＞ 

 

４ 施行期日 

  公布の日 
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